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東日本大震災に伴う災害復旧等に係る建設業附属寄宿舎 

の法定基準の確保について（要請） 

 

 日頃は、本会の運営にご協力を賜わり厚く御礼申し上げます。 

さて先般の東日本大震災において、多くの労働者が災害復旧工事等に従事しています

が、当該工事に係る建設業附属寄宿舎、またそのための用地の確保が困難となることか

ら、労働基準法及び建設業附属寄宿舎規程で定める基準に適合しない寄宿舎の設置が懸

念されるところです。 

つきましては、貴協会傘下会員に対し、寄宿舎の設置・運営については、労働基準法

及び建設業附属寄宿規程の遵守等について、別添のガイドラインをご活用いただきます

ようご周知方よろしくお願い申し上げます。 

 

  

          以上  






